
都道府県労働局長 殿

基発第 0328005号

職発第 0328007号

平成 20年 3月 28日

厚生労働省労働基準局長

(公印省略)

厚生労働省職業安定局長

(公印省略)

｢都道府県労働局における労働基準行政と職業安定行政 との連携について｣

の一部改正について

平成 12年 8月 30日付け基発 543号 ･職発第 558号 ｢都道府県労働局における労働基

準行政と職業安定行政との連携について｣(以下 ｢連携通達｣という｡)を下記のとおり

改正 し､平成 20年 4月 1日から運用することとしたので､了知の上､積極的な連携に遺

憾なきを期されたい｡

連携通達の一部を次のとおり改正する｡

記の第 2中 ｢職業安定部間｣を ｢職業安定部又は需給調整事業部間｣に改める｡

連携通達の記の第2の②中 ｢派遣労働者対策｣を ｢派遣労働者等の対策｣に､｢及び安

定所の職員｣を ｢及び職業安定部の需給調整事業担当課室若 しくは需給調整事業部 (以



下 ｢需給調整事業担当課童｣という｡)､建設労働者の雇用の改善等に関する法律担当課

(以下 ｢建設労働法担当課｣という｡)又は安定所の職員｣に改める｡

連携通達の記の第 3の 1中 ｢及び安定所｣を ｢及び需給調整事業担当課室若 しくは建

設労働法担当課又は安定所｣に改め､｢派遣労働者関係｣を ｢派遣労働者等関係｣に､｢年

少労働者関係及び申告･相談､｣を ｢年少労働者関係､障害者である労働者関係及び申告 ･

相談､｣に改める｡

連携通達の記の第 3の2中 ｢公共職業安定所長 (以下 ｢安定所長｣という｡)｣を ｢需給

調整事業担当課室の長若 しくは建設労働法担当課の長又は公共職業安定所長 (以下 ｢安定

所長｣というo)｣に改め､第 2文として ｢監督署長から情報提供する場合には､派遣労働

者に係る事項については需給調整事業担当課室の長に､建設労働者に関する事項について

は建設労働法担当課室の長に､その他の事項については安定所長に行 うこととする｡｣を

加え､第 3文中 ｢監督署長文は安定所長は､｣を削り､｢局に対して｣を ｢監督署長は労働

基準部に対して､労働基準部においては職業安定部又は需給調整事業部に対 して､安定所

長は職業安定部又は需給調整事業部に対して､職業安定部又は需給調整事業部においては

労働基準部に対して｣に改める｡

連携通達の記の第 3の3中 ｢安定所｣を､｢需給調整事業担当課室若 しくは建設労働法

担当課又は安定所｣に､｢派遣労働者関係｣を ｢派遣労働者等関係｣に､｢年少労働者関

係及び問題事業場関係｣を ｢年少労働者関係､障害者である労働者関係及び問題事業場

関係｣に改めるO

連携通達の記の第 3の4中 ｢及び安定所長｣を ｢及び需給調整事業担当課室の長若 し

くは建設労働法担当課の長又は安定所長｣に､｢安定所長又は監督署長｣を ｢需給調整事

業担当課室の長､建設労働法担当課の長若 しくは安定所長又は監督署長｣に改め､｢監督

署長又は安定所長は､｣を削り､｢局-報告等を行った事案｣を ｢労働基準部又は職業安

定部若 しくは需給調整事業部-報告等を行った事案｣に､｢局に対して回報｣を ｢監督署

長は労働基準部に対 して､安定所長は職業安定部又は需給調整事業部に対 して回報｣に

改める｡

連携通達別表 1及び別表 2を別添のとおりとするO



別添

別表 1

派遣労働者豊 の対策 に係 る共同の指導監督等

労働者派遣事業の適正な運営及び派遣労働者の労働条件の確保笠を確実に図って
いくため､次の事案については､監督署及び安定所需給調整事業担当課室若しくは
建設労働法担当課又は安定所の職員が共同して臨検､立入検査等事業堤 (所)に赴
いて指導監督等を実施するO

① 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関

する法律 (昭和60年法律第88号O以下 ｢労働者派遣法｣というO)の適用
除外業務について労働者派遣事業 (港湾労働者派遣事業及び建設菓務労働者就
差越全盛鑑垂墓を除くO)を行っている場合 (労働者派遣法第4条第 1項違
戻)であって､労働基準法 (昭和22年法律第49号)､労働安全衛生法 (昭
和47年法律第57号)等の労働基準関係法令 (労働者派遣法第3章第4節の
規定に基づき適用される場合を含むO以下 ｢労働基準関係法令｣というo)逮
反が疑われるとき○

② 事業所 (場)ごとに厚生労働大臣の許可を受けないで一般労働者派遣事業､

異掻港湾労働者派遣事業又は建設業務労働者就業機会碇倶事隻を行っている場

令 (労働者派遣法第5条第 1項違反又は労働者派遣法第4条第 1項違反)であって､労働基準関係法令違反が疑われるとき○

@ 事業所 (場)ごとに厚生労働大臣に届出書を提出しないで特定労働者派遣事
莱 (港湾労働者派遣事業を除く○以下同じO)を行っている場合 (労働者派遣
法第 16条第 1項違反)であって､労働基準関係法令違反が疑われるとき○

④ 期間を定めた一般労働者派遣事業､英は港湾労働者派遣事巣墓題塵盈差遣豊

働者就業機会確保事業の全部又は一部の停止についての厚生労働大臣の命令に
違反 している場合 (労働者派遣法第 14条第2項違反｣其掻港湾労働法第21
条第2項違反又は建設労働法第40条第2項違反 であって､労働基準関係法
令違反が疑われるとき○

⑤ 特定労働者派遣事業の廃止又は期間を定めた事業の全部若しくは一部の停止
についての厚生労働大臣の命令に違反している場合 (労働者派遣法第21条違
皮)であって､労働基準関係法令違反が疑われるときD

⑥ その他上記①から⑤までに準ずる行為 (名義貸し､偽 りその他不正の行為により一般労働者派遣事業の許可を受けている等)をした場合であって､労働基



別表 2

派遣労働者等､出稼労働者､年少労働者､障害者である労働者及び問題事業場関係の情報提供等

労働基準監督署 惑給調整専業担当課室-建設労働法担､′壬
呈娃公共職業安定所

派遣労働者等関係 情戟堤供等 1 監督署において､労働者派遣法に基 安定所三三給調整車婆担当課室-建設労

づき厚生労働大臣の許可を受け､若し 働法担当課又は安定所において､労働者派

くは厚生労働大臣に届出書を提出して労働者派遣事業を行 う者､基鐘港湾労 遣事業若 しくは建設婆務労働者,#婆 △佐里墓を行 う者又は派遣先事業主畳とく_畳ま
働法に基づき厚生労働大臣の許可を受 受△重畳主が労働基準関係法令の規定に違

けて港湾労働者派遣事業を行 う者呈蛙建設労働法に基づき厚生労働大臣の許可を専けて建設業務蛍働者就婆機会確保室墓丘丘王且畳が､労働基準関係法令の規定に違反し､監督署が司法処分に付し､罰金以上の刑が確定した場合(罰金の刑については労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令(昭和 61年政令第95号)第3条第1号､第3号､第 5号及び第9号､基鐘港湾労働法施行令 (昭和63年政令第335号)第3条第 1号､第3号､第5号及び第9号､又は建設労働者の雇用の改革等に関する法律鮪行合 (辛成 17年政令篤314月1 第2条各呈)に掲げる規定に違反した場合に限るO) 反している疑いのある事案を把握した場合

2 監督署において､労働者派遣事業.星は建設要務労働者就蓋機会確保事婆を

行 う者の労働基準関係法令に係る重大 .悪質な法違反につき司法処分等を行った場合

3 監督署において､労働者派遣の役務の提供を受ける者 (以下 ｢派遣先事業主｣というo)又は建設斐務労働 の就岩槻全確保の役務の提供を専ける者(以下 ｢専入事業主lという∩)に対し､労働者派遣法第 3章第4節.上盤直貿働法篤 23粂及び建設労働法笛44条の操定により読み替えて適用する車､里を全迦｣Lの規定により適用される労働基準関係法令に係る重大 .悪質な法違反につき司法処分等を行った場合

4 監督署において､労働者派遣法の適用除外業務について､労働者派遣事業(港湾労働者派遣事業を除くo)を行っている疑いのある事案､若しくは無許可 .無届出で労働者派遣事業 (港湾労働者派遣事業を除くo)を行っている疑いのある事案､又は無許可で港湾労働者派遣事業を行っている疑いのある事案を把握 した場合



派､血 辛 監督署は､当該情報提供等に係る事案の 1 1について

内容に応 じ､監督指導等を行 うpことO 安定所需給調整事業担当課重｣建設労働法担当課又は安定所は､当該情報提供等に係る事案の内容に応 じ､許可の取消し (労働者派遣法第 14条第 1項､港湾労働法第21条第 1項呈退建設労働法第40粂第 1項)､事業廃止命令 (労働者派遣法第21条第 1項)等の措置を講ずることo

2 2について安産所需給調整事業担当課室､塗炭労働法担当課実は安定所は､必要に応じ､実地調査の上､是正指導等を行い､労働者派遣事業を行 う者について､その是正状況に応じ､改善命令
讐 (労働者派遣法第49条 ､1'Li'Jl J

労働者輿 秦の処 貨23粂及び建設労働法第44条の矧

定により読み替えて滴用するヰ､のみ含
むJ .)､事業停止命令 (労働者派遣

守関係 鍾 法第 14条第2項､同法第21条第2項､港湾労働法第21条第2項星̀娃建設労働法篇40集貨2項)､許可の取潤-♭､事業廃止命令等の措置を講ずること○また､悪質なものについては､告発の措置も講じることo

3 3/-5について安定所需給調蓉尊堂担当静重_建設労働法担当課又は安定F7は､必要に応じ､実地調査を行い､その結果､労働者派遣法､某ヰま ､､Ji2J'動法文は建設労働迭上の問題が認められた場合には､必要な是正指導等を行 うことo

出 悼戟提 監督署において､出稼労働者に関係 した 1 安定所において､出稼労働者を多数

労働基準関係法令に係る重大 .悪質な法違 雇用している事業所 (堤)を把握した
反につき司法処分等を行った場合 場合

2 安定所において､出稼労働者に関係
稼 供 した労働基準関係法令違反の疑いのあ

労働者関係 等 る事業所 (場)を把握した場合事 監督署は､当該情報提供等に係る事案の 安定所は､当該情報提供等に係る事案の

莱の処理 内容に応 じ､監督指導等を行 うことo 内容に応 じ､当該事業所 (堤)に対し､求人の不受理 (又は受理の保留)＼紹介保留､再発防止の求人者指導等を行 うことo

午少労働者関係 情 監督署において､年少労働者に関係 した 安定所において､年少労働者に関係 した

戟 労働基準関係法令に係る重大 .悪質な法違 労働基準関係法令違反の疑いのある事業所

提供等 反につき司法処分等を行った場合 (堤)を把握した場合

事秦の処哩 監督署は､当該情報提供等に係る事案の 安定所は､当該情報提供等に係る事案の



ド 当 監督署においてー瞳害者である労働者に 安定所において､障害者である労働者

仁:コ 関係 した労働基準関係法合に係る貴大 .意 に関係 した労働基準関係法令遠 の マ

である-力働関倭 ≠1也 につき司法処/T71鷺を行った場合 いのある事貴所 (堤)を抑擬した場合責 監督署はt当該情報操供等に係る事案の 安定所は_当該情報提供等に係る奉安の

内容に応じ､監督桔導等を行 うこと∩ 内容に応じ､当該専墓所 (j易)に対し一夫
人の不管理 (又は晋理の保留)t紹介保
留､再瀞防止の求人者桔導隼を行 うこと(

問題辛莱堤 悼 監督署において､申告 .相談が多く寄せ 安定所において､求人票と実際の勤務条

報 られ､監督指導を行つても､なお労働基準 件が異なるなどの苦情 .相談が繰 り返し寄
堤 関係法令違反を繰 り返す事業場を把握した せられる事業場及び労働基準関係法令違反

供等 場合 の疑いのある事業所 (堤)を把握した場合

辛 監督署は､当該情報提供等に係る事案の 安定所は､当該情報提供等に係る事案の

関 秦 内容に応 じ､監督指導等を行 うことo 内容に応 じ､当該事業所 (堤)に対し､求
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10年保存

基 発 第 543 号

職 発 第 558 号

平成 12年 8月 30日

改正 基 発 第 0328005号

職 発 第 0328007号

平成 20年 3月 28日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長

(公印省略)

厚生労働省職業安定局長

(公印省略)

都道府県労働局における労働基準行政 と職業安定行政 との連携について

労働基準行政及び職業安定行政においては､これまでも労働者の労働条件の確保､

雇用の安定等を図るために必要な連携を図 り､効果的かつ効率的な行政運営を図って

きたところである｡

今般､地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律 (平成 11年法律

第 87号)により平成 12年 4月 1日から､都道府県労働局 (以下 ｢局｣ とい う｡)が設

置 されたことに伴い､総合的な労働行政の展開を図るため､労働基準行政 と職業安定

行政がそれぞれの専門性を発揮するとともに､これまで以上に一体性をもった行政を

展開することが求め られているo

このため､労働基準行政 と職業安定行政 との連携については､これを一層強化する

こととし､今後､下記により行 うこととしたので､遺憾なきを期 されたいO

なお､昭和 62年 8月 18日付け基発第 495号 ･職発第 516号 ｢労働者派遣事業の適

正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の施行に係 る労働

基準監督機関と職業安定機関との連携の確保について｣は､本通達をもって廃止する｡

記



第 1 基本的考え方

産業構造の変化､労働者の就業意識の多様化など社会経済情勢の変化が進展 して

いる中にあって､労働行政 としては､労働者の労働条件の確保､雇用の安定等を図

るため､機動的かつ効果的な行政を展開していく必要がある｡

これ ら労働行政をめぐる課題に的確に対応するためには､労働者や事業主を始め

とする国民に対 して局並びに労働基準監督署(以下 ｢監督署｣という｡)及び公共職

業安定所 (以下 ｢安定所｣ とい う｡)において､労働基準行政及び職業安定行政がそ

れぞれの専門性を発揮するとともに､両行政が連携を密にし､分野横断的に行政を

展開していかなければならない｡

このため､労働基準行政と職業安定行政との間において､募集 ･採用も含めた一

般労働条件の確保 ･改善対策､派遣労働者対策､外国人労働者対策等の相互に関連

する諸対策の推進に当たり､協力体制の確保､個別事案等に係る情報の提供や交換

の実施により､これまで以上に連携を強化するとともに､一体性を保ちながら､機

動的かつ効果的な行政の展開を図るものとする｡

第 2 協力体制の確保等

労働基準部及び職業安定部又は需給調整事業部間において､募集 ･採用も含めた

一般労働条件の確保 ･改善対策､派遣労働者対策､外国人労働者対策等の相互に関

連する諸対策の推進に関し､必要に応 じ､次の事項について協議することO

なお､この場合､必要に応 じ､総務部企画室並びに監督署及び安定所の担当者を

招集することにも配意すること｡

① 両行政が連携 して実施する啓発活動､集団指導､個別指導等に関すること｡

② 労働基準行政及び職業安定行政が所管する法令に係 る違反等が認められる事

案であって､社会的に注目を集めるもの等について､両行政の連携 した対応が必

要なものの処理に関すること｡

なお､派遣労働者等の対策について､監督署及び職業安定部の需給調整事業担当

課室若 しくは需給調整事業部 (以下 ｢需給調整事業担当課室｣ とい う｡)､建設労働

者の雇用の改善等に関する法律担当課 (以下 ｢建設労働法担当課｣ とい う｡)又は

安定所の職員が共同して指導監督等を実施する場合としては､別表 1のとお りとす

るものであること｡

第 3 情報提供等

1 情報の提供 ･交換

監督署及び需給調整事業担当課室若 しくは建設労働法担当課又は安定所は､そ

れぞれが所掌する事務について､行政運営上問題が認められる事案又は問題が発

生するおそれがある事案を発見 した場合には､それ らに係 る情報の提供や交換

(以下 ｢情報提供等｣とい うo)を行 うなどの連携を図ることとするD

なお､派遣労働者等関係､出稼労働者関係､年少労働者関係､障害者である労

働者関係及び申告 ･相談､苦情等の多い問題事業場関係 (以下 ｢問題事業場関係｣

とい う｡)についての情報提供等については､別表 2のとお りとする｡



2 情報提供等の方法

情報提供等は､当該事案に係る事業場(所)の所在地を管轄する労働基準監督署

長(以下 ｢監督署長｣.とい う｡)及び需給調整事業担当課室の長若 しくは建設労働

法担当課の長又は公共職業安定所長(以下 ｢安定所長｣という｡)間において直接

行 うこととする｡監督署長から情報提供する場合には､派遣労働者に係 る事項に

ついては需給調整事業担当課室の長に､建設労働者に関する事項については建設

労働法担当課室の長に､その他の事項については安定所長に行 うこととする｡

また､社会的な注 目を集める事案､複数の監督署及び安定所にまたがる事案､

他局他監督署及び安定所にまたがる事案等については､監督署長は労働基準部に

対 して､労働基準部においては職業安定部又は需給調整事業部に対 して､安定所

長は職業安定部又は需給調整事業部に対 して､職業安定部又は需給調整事業部に

おいては労働基準部に対 して事案の概要､情報提供の内容などについて報告等を

行 うこととする｡

3 事案の処理

情報提供等を受けた監督署及び需給調整事業担当課室若 しくは建設労働法担

当課又は安定所は､事案の内容に応 じ､許可の取消し等の行政処分､監督指導等

の個別指導､集団指導等を行 うこととする｡

なお､派遣労働者等関係､出稼労働者関係､年少労働者関係､障害者である労

働者関係及び問題事業場関係の事案の処理については､別表 2のとお りとする｡

4 処理結果の回報等

処理を行った監督署長及び需給調整担当課室の長若 しくは建設労働法担当課

の長又は安定所長は､事案の処理の結果について､当該処理に係る情報提供等を

行った需給調整担当課重の長､建設労働法担当課の長若 しくは安定所長又は監督

署長に対 し､直接回報することとする｡

また､上記第 3の2により労働基準部又は職業安定部若 しくは需給調整事業部

-報告等を行った事案については､監督署長は労働基準部に対 して､安定所長は

職業安定部又は需給調整事業部に対 して回報内容等について報告することとす

る｡



別表 1

派遣労働者等の対策 に係 る共同の指導監督等

労働者派遣事業の適正な運営及び派遣労働者の労働条件の確保等を確実に図って
いくため､次の事案については､監督署及び需給調整事業担当課室若 しくは建設労
働法担当課又は安定所の職員が共同して臨検､立入検査等事業場 (所)に赴いて指
導監督等を実施する｡

♂ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関

する法律 (昭和60年法律第88号o以下 ｢労働者派遣法｣という○)の適用
除外業務について労働者派遣事業 (港湾労働者派遣事業及び建設業務労働者就
業機会確保事業を除く○)を行っている場合 (労働者派遣法第4条第 1項違
反)であって､労働基準法 (昭和22年法律第49号)､労働安全衛生法 (昭
和47年法律第57号)等の労働基準関係法令 (労働者派遣法第3章第4節の
規定に基づき適用される場合を含むo以下 ｢労働基準関係法令｣というo)逮
反が疑われるときo

② 厚生労働大臣の許可を受けないで一般労働者派遣事業､港湾労働者派遣事業

又は建設業務労働者就業機会確保事業を行っている場合 (労働者派遣法第5条
第 1項違反又は労働者派遣法第4条第 1項違反)であって､労働基準関係法令
違反が疑われるとき○

③ 厚生労働大臣に届出書を提出しないで特定労働者派遣事業 (港湾労働者派遣
事業を除く○以下同じD).を行っている場合 (労働者派遣法第 16条第 1項違
反)であって､労働基準関係法令違反が疑われるときo

④ 期間を定めた一般労働者派遣事業､港湾労働者派遣事業又は建設業務労働者

就業機会確保事業の全部又は一部の停止についての厚生労働大臣の命令に違反
している場合 (労働者派遣法第 14条第2項違反､港湾労働法第 21条第2項
違反又は建設労働法第40条第2項違反)であって､労働基準関係法令違反が
疑われるときO

⑤ 特定労働者派遣事業の廃止又は期間を定めた事業の全部若 しくは一部の停止
についての厚生労働大臣の命令に違反している場合 (労働者派遣法第21条違
反)であって､労働基準関係法令違反が疑われるときO

⑥ その他上記①から⑤までに準ずる行為 (名義貸し､偽 りその他不正の行為により一般労働者派遣事業の許可を受けている等)をした場合であって､労働基



別表 2

派遣労働者等､出稼労働者､年少労働者､障害者である労働者及び問題事業場関係の情報提供等

労働基準監督署 需給調整事業担当課室､建設労働法担当課又は公共職業安定所

派遣労働者坐 悼報提供 1 監督署において､労働者派遣法に基 需給調整事業担当課重､建設労働法担

づき厚生労働大臣の許可を受け､若し 当課又は安定所において､労働者派遣事業
くは厚生労働大臣に届出書を提出して 若 しくは建設業務労働者就業機会確保事業
労働者派遣事業を行 う者､港湾労働法 を行 う者又は派遣先事業主若 しくは受入事
に基づき厚生労働大臣の許可を受けて 業主が労働基準関係法令の規定に違反 して

港湾労働者派遣事業を行 う音叉は建設労働法に基づき厚生労働大臣の許可を受けて建設業務労働者就業機会確保事業を行 う者が､労働基準関係法令の規定に違反し､監督署が司法処分に付し､罰金以上の刑が確定した場合 (節金の刑については労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令 (昭和61年政令第95号)第3条第 1号､第3号､第5号及び第9号､港湾労働法施行令 (昭和63年政令第335号)第3条第 1号､第3号､第5号及び第9号､又は建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行令 (平成 17年政令第314号)第2条各号)に掲げる規定に達反 した場合に限るo) いる疑いのある事案を把握した場合

2 監督署において､労働者派遣事業又.は建設業務労働者就業機会確保事業を行 う者の労働基準関係法令に係る重大 .悪質な法違反につき司法処分等を行った場合

3 監督署において､労働者派遣の役務の提供を受ける者 (以下 ｢派遣先事業主｣というo)又は建設業務労働者の就業機会確保の役務の提供を受ける者

てこf関係 等 (以下 ｢受入事業王｣といつo)に対し､労働者派遣法第3章第4節 (港湾労働法第23条及び建設労働法第44条の規定により読み替えて適用するものを含むD)の規定により適用される労働基準関係法令に係る重大 .悪質な法違反につき司法処分等を行った場合

4 監督署において､労働者派遣法の適用除外業務について､労働者派遣事業(港湾労働者派遣事業を除くo)を行っている疑いのある事案､若 しくは無許可 .無届出で労働者派遣事業 (港湾労働者派遣事業を除くo)を行っている疑いのある事案､又は無許可で港湾労働者派遣事業を行っている疑いのある事案を把握 した場合



派 辛秦の処理 監督署は､当該情報提供等に係る事案の 1 1について

内容に応 じ､監督指導等を行 うことo 需給調整事業担当課室､建設労働法担当課又は安定所は､当該情報提供等に係る事案の内容に応じ､許可の取消し (労働者派遣法第 14条第 1項､港湾労働法第21条第1項又は建設労働法第40条第1項)､事業廃止命令(労働者派遣法第21条第 1項)等の措置を講ずることo

2 2について需給調整事業担当課室､建設労働法担当課又は安定所は､必要に応 じ､実地調査の上､是正指導等を行い､労働者派遣事業を行う者について､その是
逮 正状況に応 じ､改善命令 (労働者派遣
労 法第49条 (港湾労働法第23条及び
働 建設労働法第44条の規定により読み
者 替えて適用するものを含むo))､事
響 業停止命令 (労働者派遣法第 14条第
関 2項､同法第21条第2項､港湾労働

係 法第21条第2項又は建設労働法第40条第2項)､許可の取消､事業廃止･命令等の措置を講ずることoまた､悪質なものについては､告発の措置も講じることo

3 3.-5について需給調整事業担当課室､建設労働法担当課又は安定所は､必要に応 じ＼実地調査を行い､その結果､労働者派遣法､港湾労働法又は建設労働法上の問題が認められた場合には､必要な是正指導等を行 うことo

出 情報堤 監督署において､出稼労働者に関係 した 1 安定所において､出稼労働者を多数

労働基準関係法令に係る重大 .悪質な法違 雇用している事業所 (場)を把握 した
反につき司法処分等を行った場合 場合

2 安定所において 出 労働者に関係
稼 秩 した労働基準関係法令違反の疑いのあ

労働者関 等 る事業所 (堤)を把握 した場合
辛 監督署は､当該情報提供等に係る事案の 安定所は､当該情報提供等に係る事案の

係 秦の処哩 内容に応 じ､監督指導等を行 うことo 内容に応 じ､当該事業所 (堤)に対し､求人の不受理 (又は受理の保留)､紹介保留､再発防止の求人者指導等を行 うことo

午少労働者関係 悼 監督署において､年少労働者に関係 した 安定所において､年少労働者に関係 した

戟 労働基準関係法令に係る重大 .悪質な法違 労働基準関係法令達反の疑いのある事業所

堤供等 反につき司法処分等を行った場合 (堤)を把握した場合

事莱の処哩 監督署は､当該情報提供等に係る事案の 安定所は､当該情報提供等に係る事案の



障 情 監督署において､障害者である労働者に 安定所において､障害者である労働者
害 戟 関係 した労働基準関係法令に係る重大 .悪 に関係した労働基準関係法令違反の疑

者である労働 堤供等 質な法違反につき司法処分等を行った場合 いのある事業所 (場)を把握 した場合

辛 監督署は､当該情報提供等に係る事案の 安定所は､当該情報提供等に係る事案の

秦 内容に応 じ､監督指導等を行うことo 内容に応 じ､当該事業所 (堤)に対し､求+

者 の 人の不受理 (又は受理の保留)､紹介保､ノ七Ji-/'一>

関係 処理 留､再発防止の求人者指導寺をイ丁フことO

問磨辛莱場 悼 監督署において､申告 .相談が多く寄せ 安定所において､求人票と実際の勤務条

報 られ､監督指導を行つても､なお労働基準 件が異なるなどの苦情 .相談が繰 り返し寄
堤 関係法令違反を繰 り返す事業場を把握 した せられる事業場及び労働基準関係法令違反

供等 場合 の疑いのある事業所 (場)を把握した場合

辛 監督署は､当該情報提供等に係る事案の 安定所は､当該情報提供等に係る事案の

関 秦 内容に応 じ､監督指導等を行うことo 内容に応じ､当該事業所 (堤)に対し､求


